
2024年度 入退院時の医療・介護連携指針

◆在宅医療情報連携加算：100点（月1回）

【対象となる加算】
在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、
在宅がん医療総合診療料

【主要要件】

・ICTを用いて、訪問看護師や訪問薬剤師、訪問歯科医、
管理栄養士、介護支援専門員と患者の診療情報やケアの
記録を共有。

・共有された情報を活用し、計画的な医学管理を行う。

・情報共有に関して患者の同意を得ること。

・過去90日以内に記録された患者の医療・ケアに関する
情報が1つ以上あることR8年度改定で訪問看護

医療情報連携加算が新設
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◆診療情報提供料１：250点（いわゆる紹介状）

診療情報の提供は、受診の指示を行った後、速やかに行
う必要があるが、診療時間外に患者等から連絡を受けて
当該指示を行い、翌日の診療を開始するまでの間に診療
情報の提供を行った場合は算定できる。
（厚労省疑義解釈,令和2年3月31日）

◆連携強化診療情報提供料：150点（いわゆる返書）

R4年度改定で診療情報提供料（Ⅲ）から変更
かかりつけ機能と連携の強化が目的

R6年度改定で算定可能な施設基準が明確化

紹介先が算定

R8年度改定の変更点

・算定対象医療機関を、特定機能病院等並びに許可
病床数 200 床未満の病院及び診療所等に拡大
・3月に1回

紹介元が算定



※電子的診療情報評価料 30点
・「B009」に掲げる診療情報提供料（Ⅰ）を算定する他の保険医療機関からの１回の診療情報提供に対し、１回に限り算定

・別の医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者について、同時に電子的方法により提供された検査結果、画像情報、画像診
断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等のうち主要なものを閲覧または受信し、診療に活用（※要届出）

診療情報提供料１の加算
加算 紹介先 点数 備考

ハイリスク妊婦紹介加算
ハイリスク妊産婦共同管理

料(Ⅰ)届出機関
200点

検査結果、画像診断に係るがそう情報その他の必要な情報を添付

認知症専門医療機関紹介加算 認知症専門医療機関 100点
認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の
必要を認め、診療状況を示す文書を添付

認知症専門医療機関連携加算 認知症専門医療機関 50点
認知症と診断された患者について症状が増悪した場合、診療状況
を示す文書を添付

精神科医連携加算
精神科を標榜する別の保険

医療機関
200点

うつ病等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必要性を認め、
予約を行った上で患者の紹介を行った場合

肝炎インターフェロン治療
連携加算

肝疾患に関する専門
医療機関

50点
長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者で治療計
画に基づく診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合

歯科医療機関連携加算１
歯科を標榜する他の保険

医療機関
100点

患者の口腔機能の管理の必要を認めた場合、診療情報を示す文書
を添えて、紹介を行った場合

歯科医療機関連携加算２
歯科を標榜する他の保険

医療機関
100点

周術期等における口腔機能管理の必要を認め、受診する日の予約
を行った上で紹介を行った場合

療養情報提供加算
他の保険医療機関
老健・介護医療院

50点
当該患者に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステー
ションから得た療養に係る情報を添付して紹介を行った場合
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◆退院時共同指導料１ 1500点（在支診）900点（在支診以外）

◆退院時共同指導料２ 400点（入院先の病院）

⇒ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

※退院時共同指導料２の注意点

１）在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等

２）保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士

３）保険薬局の保険薬剤師

４）訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、
作業療法士若しくは言語聴覚士

５）介護支援専門員又は相談支援専門員

のいずれかのうち３者以上と共同して行った場合に多機関共同指導
加算として、2,000点を加算。

ビデオ通話でも良いので
できるだけ参加しましょう

R8年度改定の変更点
B005退院時共同指導料２及びB005-1-2介護支援等連携指
導料について、地域包括ケア病棟の包括範囲から除外



ACPメモ／ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄ

改定中

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽから

フリー記載へ

テキストで共有
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